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主要課題 取組状況 (項目数 )
目標達成 取組中 検討中 中止・保留 未着手

    １．事務事業の整理、組織の合理化 １０ １ １ ７ １
    ２．民間委託の推進 １６ ６ ６ ２ １ １
    ３．定員管理・給与の適正化 ７ ５ １ １
    ４．地方公営企業の経営健全化 １４ ５ ４ ３ ２
    ５．第３セクターの見直し ６ １ ５
    ６．公共的施設の適正配置 ７ ５ ２
    ７．人材育成の推進 ２ １ １
    ８．公正の確保と透明性の向上 ４ ３ １
    ９．電子自治体の推進 ５ ４ １
 １０．地域協働の推進 ２ １ １
 １１．自主性・自律性の高い財政運営の確保 １８ ６ ６ ２ ２ ２
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み
結
果

◆田村市行政改革大綱に掲げた１１の主要課題別の取り組み結果
　

18
年
８
月
に
策
定
し
た
合
併
後
初
の「
田
村
市
行

政
改
革
大
綱
」
で
は
、
全
庁
的
な
行
動
計
画
と
し
て

91
項
目
の
実
施
計
画
（
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

を
策
定
し
ま
し
た
。
市
で
は
、
こ
の
個
別
具
体
的
な

改
革
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、
よ
り
簡
素
で
効

率
的
な
行
政
運
営
と
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指

し
、
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
推
進
期
間
が
22
年
度
で
終
了
し
、
取
り
組
み

結
果(

左
表
参
照)

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

《
取
組
状
況
別
の
概
要
》

◆
目
標
達
成[

33
項
目]

　
（
目
標
を
達
成
し
た
も
の
）

　
課
税
徴
収
体
制
の
一
元
化
、
大
規
模
な
組
織
機
構

　
改
革
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
・
基
本
方
針
の

　
策
定
、
簡
易
水
道
・
上
水
道
事
業
の
統
合
、
人
事

　
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の

　
制
定
、
定
員
・
給
与
の
公
表
、
人
材
育
成
基
本
方

　
針
に
基
づ
く
研
修
の
充
実
、
幼
保
一
元
化
施
設
の

　
設
置
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
統
合
・
設
置
、
入

　
札
に
お
け
る
最
低
制
限
価
格
制
度
の
導
入
、
事
務

　

用
品
・
公
用
車
の
一
括
管
理
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

　
ン
ト
の
実
施
、
財
政
公
表
な
ど

◆
取
組
中[

23
項
目]

　

(

目
標
達
成
に
向
け
取
組
中
の
も
の
）

　
事
務
処
理
改
善
委
員
会
に
お
け
る
組
織
機
構
の
見

　
直
し
、
指
定
管
理
者
制
度
導
入
施
設
の
効
果
検
証
、

　
給
与
水
準
の
是
正
、
下
水
道
事
業
全
体
計
画
な
ど

　
の
見
直
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
支
援
、
未
利
用

　
財
産
の
売
却
等
、
企
業
誘
致
の
推
進
、
宅
地
造
成

　
事
業
未
売
却
区
画
の
販
売
促
進
、
廃
校
の
利
用
促

　
進
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
の
整
備
な
ど

◆
検
討
中[

22
項
目]

　

(

目
標
達
成
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

　
す
べ
き
か
検
討
し
て
い
る
も
の
な
ど
）

　
観
光
施
設
な
ど
の
経
営
・
あ
り
方
の
検
討
、
第
３

　
セ
ク
タ
ー
の
あ
り
方
の
検
討
、
人
事
評
価
シ
ス
テ

　
ム
の
検
討
・
構
築
、
行
政
評
価
の
活
用
、
公
共
的

　
施
設
の
適
正
配
置
計
画
策
定
な
ど

◆
中
止
・
保
留[

９
項
目]

　
（
目
標
は
掲
げ
た
が
、
そ
の
後
の
検
討
で
改
革
の

　
必
要
が
な
く
な
っ
た
も
の
や
一
時
中
断
し
て
い
る

　
も
の
な
ど
）

　

徴
収
嘱
託
員
の
民
間
委
託
、
下
水
道
事
業
の
企
業

　
会
計
へ
の
移
行
、
Ｉ
Ｐ
電
話
の
導
入
な
ど

◆
未
着
手[

４
項
目]

　
（
他
の
改
革
や
事
業
が
完
了
し
て
か
ら
取
り
組
む

　
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
な
ど
）

　

公
用
車
運
転
業
務
の
見
直
し
、
賃
借
財
産
の
見
直

　
し
な
ど　

　

な
お
、
行
政
改
革
に
終
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行

政
改
革
は
、
絶
え
間
な
い
継
続
が
必
要
で
あ
る
た
め
、

こ
の
大
綱
で
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
も
の
や
引

き
続
き
取
り
組
む
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
23
年
３

月
に
策
定
し
た
第
２
次
行
政
改
革
大
綱
に
お
い
て
も

改
革
項
目
と
し
て
位
置
づ
け
、
着
実
に
取
り
組
む
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５年間で実施した主な取り組み
　１．事務事業の整理、組織の合理化 　２．民間委託の推進 　３．定員管理・給与の適正化

 　●税務職員を本庁に集約  　●指定管理者制度の導入  　●職員削減
 　●大規模な組織機構改革  　●指定管理協定の内容の見直し 　 ●職員給与格差是正
 　本　庁：４部１１課⇒５部１５課 　 ●人事行政運営などの状況公表
 　行政局：５課⇒３課　　
　５．第３セクターの見直し 　６．公共的施設の適正配置 　７．人材育成の推進

　 ●市観光経営合理化検討委員会設置  　●幼保一元化施設の設置  　●市人材育成基本方針による研修の 　●学校給食センターの統合・設置  　　充実　 ●人事評価システムの検討

　９．電子自治体の推進 　１０．地域協働の推進

　 ●図書検索システムの導入  　●ボランティア育成支援
 　●庁内グループウェアの一本化
　 ●情報系システムの再構築

※詳しい内容は、市ホームペー
ジまたは市長公室でご覧いただ
けます。
●問い合わせ
　市長公室 政策係 (82-1113

　４．地方公営企業の経営健全化

　  ●簡易水道・上水道事業の統合
　  ●都路町観光事業の見直し
 

　８．公正の確保と透明性の向上

 　 ●パブリックコメントの実施

　１１．自主性・自律性の高い財政運営の確保

　  ●事務用品・車両の一括管理
　  ●最低制限価格制度の導入
　  ●企業誘致の推進　
　  ●未利用財産の売却など

①デンソー東日本など誘致企業が操業を開始
②課税徴収体制の一元化のため税務職員を本庁に集約
③２４年１月１０日から市学校給食センターがスタート
④幼・保一体施設として２２年４月１日に新設
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　　市の職員数の推移(4/1 現在）

585 572 566 556 542 516 511 494 483

(人 )

　市の職員数は合併協議に基づき２６年度までに４８０人
とすることを目標値としています。
　しかし、厳しい財政状況にあることに変わりはなく、
事務事業の見直しや事務の効率化、民間委託の推進、組
織の再編などを行い、さらに切り込んだ定員管理を目指
します。
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